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第1章 はじめに
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（１） 国民スポーツ大会マーク（図形）
（２） 国民スポーツ大会マークを含めたシンボルマーク（図形）
（３） 「国民体育大会」、「国体」、「NATIONAL SPORTS FESTIVAL」及びこれらの表示を

平仮名、片仮名又はローマ字の文字に変更するものであって同一の称呼及び観念を
生ずるもの

（４） 「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「JAPAN GAMES」、及びこれらの表示を
平仮名、片仮名又はローマ字の文字に変更するものであって同一の称呼及び観念を
生ずるもの

（５） 「国民体育大会」、「国体」、「NATIONAL SPORTS FESTIVAL」を含む結合語又は造語
（６） 「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「JAPAN GAMES」を含む結合語又は造語（愛称等）
（７） 本会が新たに制定するマーク、文字、マスコット類
（８） その他（１）乃至（６）に挙げた標章と社会通念上同一と認められるもの

（公益財団法人日本スポーツ協会 国民スポーツ大会関係標章の使用に関する規程より抜粋）

当協会が所有する図形・文字などをまとめて
標章と言います

1.標章とは

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/kokuspo%20kitei.pdf
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・当協会HPに「標章の使用について」というページを開設
・開催県を通して、ご出店のみなさまにご案内
・ご出店のみなさまに、当協会職員が直接ご案内
等の方法により、ご利用についてのご案内を行っておりました。

この度、国民体育大会が「国民スポーツ大会」へ改称するにあたり
より多くのみなさまに正しく標章を使用していただきたいと考え、本ガイドラインを作成しました。

各種大会商品の製作や販売をいただき
国民スポーツ大会を一緒に盛り上げていただくことを目的としております

第1章 はじめに

2.標章のご案内



第2章 使用について
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1.非営利目的使用（無償）

（１） 報道機関が報道目的で使用する場合。

（２） 国民スポーツ大会開催決定地（内定地を含む）実行委員会（準備委員会を含む）

及び開催申請書提出順序が了解された都道府県が使用する場合。

（３） その他本会が国民スポーツ大会に関する理解、普及に寄与するものとして認めた場合。

（公益財団法人日本スポーツ協会 国民スポーツ大会関係標章の使用に関する規程より一部抜粋）

【受付例】

※上記内容は一例であり、申請後に担当部署が可否を判断します

申請団体 使用例

国民スポーツ大会開催予定都道府県の体育・スポーツ協会
・実行委員会が着用するマーク入りTシャツの作製
・参加者に配布するマーク入りタオルの作製 等

各市町村の教育委員会
・国スポ競技写真などを教育・普及目的で使用
・国スポ関連資料の作製 等

各市町村
・国スポ出場者の成績掲載時のマーク使用
・国スポ競技の体験会開催時のマーク使用 等

一般社団法人・一般社団法人等が主催する営利を目的としないスポーツイベント
・国スポ競技の体験会開催をチラシなどに掲載
・国スポ開催へ向けた運動促進活動時のマーク使用 等

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/kokuspo%20kitei.pdf
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2.営利目的使用（有償）

非営利目的使用に該当しない一般企業等が、標章を使用した商品・広告等を作成するなど、

営利を目的として国スポ関係標章を使用する場合

【受付例】

※上記内容は一例であり、申請後に担当部署が可否を判断します

申請団体 使用例

国民スポーツ大会開催予定都道府県の体育・スポーツ協会
・Tシャツの作製・販売
・グッズの作製、希望者へ販売 等

一般社団法人・一般社団法人等
・Tシャツの作製・販売
・グッズの作製、販売 等

一般企業
・国スポ関連グッズの現地販売
・国スポ関連グッズのネット販売 等

第2章 使用について
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協賛社・スポンサー社ですか

９ページ～ご覧いただき
該当部署へご連絡ください

申請様式が異なります
下記へお問い合わせください

有償で販売・配布しますか

製
作
・販
売

はい
いいえ

はい

ブランド戦略部マーケティング戦略課 TEL：03-6910-5804 E-ｍail:campaign@japan-sports.or.jp

映
像
コ
ン
テ
ン
ツ

映像コンテンツに関する内容はこちらをご覧いただき
記載の連絡先へお問い合わせください

ブランド戦略部マーケティング戦略課 TEL：03-6910-5804 E-ｍail:campaign@japan-sports.or.jp

【お問い合わせ先】
国スポ推進部国スポ課
TEL：03-6910-5808
E-mail：
kokuspo@japan-sports.or.jp

いいえ

3.お問い合わせ先

第2章 使用について

掲載物を販売しますか

はい
書
類
等
掲
載

協賛社・スポンサー社ですか

いいえ
はい

ブランド戦略部マーケティング戦略課 TEL：03-6910-5804 E-ｍail:campaign@japan-sports.or.jp

9ページ～ご覧いただき
下記へお問い合わせください

【お問い合わせ先】
国スポ推進部国スポ課
TEL：03-6910-5808
E-mail：
kokuspo@japan-sports.or.jp

いいえ

申請様式が異なります
下記へお問い合わせください

国スポ大会期間中の映像（放送・報道など）に関する内容は
下記へお問い合わせください

mailto:campaign@japan-sports.or.jp
https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid1201.html
mailto:campaign@japan-sports.or.jp
mailto:kokuspo@japan-sports.or.jp
mailto:campaign@japan-sports.or.jp
mailto:kokuspo@japan-sports.or.jp
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第3章 申請手続きについて

JSPO
申請者
企業・法人等

・国民スポーツ大会標章の使用に関する規程
・デザインガイドラインの確認
・本ガイドラインの確認

①申請書の提出（様式２）

③許可通知（承認番号が記載された書類）の送付

【注意事項】
当協会審査の結果、デザインの修正をお願いする場合がございます。
日程に余裕をもってご申請ください。

申請物に承認番号を明示する

【お問い合わせ先】
国スポ推進部 国スポ課
〒160-0013     東京都新宿区霞ヶ丘町4‐2
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

TEL：03-6910-580８
FAX：03-6910-5820
E-mail：kokuspo@japan-sports.or.jp

1.非営利目的使用（無償）

※申請書・デザインの修正依頼

※申請書・デザインの修正

②申請書の受理告知

申請書の内容確認（１０営業日程度）

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/kokuspo%20kitei.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/about/pdf/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%A8%99%E7%AB%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf
mailto:kokuspo@japan-sports.or.jp
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JSPO
申請者
企業・法人等

③許可通知（承認番号が記載された書類）・請求書の送付

④標章使用料の納入 ※手数料申請者負担

⑥承認物品見本（写真）の提出
※物品の全体像、標章、承認番号、証紙の貼付が分かる

画像の提出

⑤証紙（シール・横1.3㎝、縦2㎝）の送付

【注意事項】
※当協会審査の結果、デザインの修正をお願いする場合がございます。日程に余裕をもってご申請ください。
次ページ以降の詳細をご確認ください。

2.営利目的使用（有償）

第3章 申請手続きについて

①申請書の提出（様式２）

※申請書・デザインの修正依頼

※申請書・デザインの修正

②申請書の受理告知

・国民スポーツ大会標章の使用に関する規程
・デザインガイドラインの確認
・本ガイドラインの確認

申請書の内容確認（１０営業日程度）

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/kokuspo%20kitei.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/about/pdf/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%A8%99%E7%AB%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf
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①申請書の提出
本会へ初めて申請をされる場合は、会社案内など
申請者の概要（会社名/所在地/代表者名/電話番号/ＦＡＸ番号/業務内容/取引会社/資本金/従業員数/Ｅメールアドレス等）が

    わかるものを添付してください。
※審査の結果、デザイン等を修正していただく場合がございます。

②申請書の受理告知
全ての申請書修正・デザイン修正が完了し、かつ、 JSPOが申請受理の告知をした日を使用料率決定日とします。
日程に余裕をもってご申請ください。営業時間外の対応はいたしかねます。（営業時間９:３0ｰ17:３0）

③許可通知・請求書の送付
本会審査後に承認番号を記載した許可通知を送付いたします。
※申請を受理してから許可通知の発出まで、10営業日程度お時間をいただきます。
※許可条件記載事項の通り使用してください。

④標章使用料の納入
上記③の通知と併せ標章使用料の請求書を同封いたしますので、
指定の期日までに本会指定銀行口座へ納付してください。 （振込手数料は申請者負担）

⑤証紙（シール：横1.3㎝、縦2㎝）の送付
上記④の標章使用料納入確認後、承認した商品に貼付する証紙を承認数量分、申請者宛に送付いたします。
承認番号の明示と併せ、商品の販売に際しては必ず証紙を貼付してください。
また、広告宣伝物、サービス業務等について申請された場合は証紙を発行いたしませんので、
必ず承認番号を明示してください。
※申請者には、使用許可を受けた商品への承認番号の明示と、証紙の貼付が義務付けられています。
※国スポ標章の適正な使用状況を現地にて調査し、虚偽の申請や未申請物が確認された場合には

それ以後の申請を許可しないこともありますので、ご留意ください。

3.営利目的使用（有償）の注意事項

第3章 申請手続きについて
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⑥承認物品の見本の提出
申請内容承認後、実際に商品となった物品の写真（出力画像Ａ４）を必ず見本として当協会へご提出ください。（メール・郵送等）
物品の全体像、標章、承認番号、証紙の使用状況がわかるようにお願いします。

【その他】
（１）日本イベント・スポーツ記念品事業協同組合会員の使用について

（２）申請手続きの例外について
報道機関等、一部企業は例外的に申請手続きが不要となります。
また、大会協賛企業等の申請手続きは本マニュアルとは別に定めます。
※ 詳しくは「国民スポーツ大会関係標章の使用に関する規程」をご覧ください。

◆日本イベント・スポーツ記念品事業協同組合（N.E.S）会員は、全ての商品について
同組合を通して取り扱うこととしております。申請の際は、同組合にお問い合わせください。
日本イベント・スポーツ記念品事業協同組合
〒１１３-００２３ 東京都文京区向丘２－３６－１２記章会館２階
TEL ：０３-３８２４-２３５６
HP ：http://www.nes-a.com/

3.営利目的使用（有償）の注意事項

第3章 申請手続きについて

【お問い合わせ先】
ブランド戦略部 マーケティング戦略課
〒160-0013     東京都新宿区霞ヶ丘町4‐2
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

TEL：03-6910-5804
FAX：03-6910-5820
E-mail：campaign@japan-sports.or.jp

mailto:campaign@japan-sports.or.jp
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③現地調査の際に、 ①証紙の貼付②承認番号の表示がない商品を販売されていた場合、

販売企業は商品の取り下げ・販売中止に加え、標章使用料の追納（30％）をいただきます。

なお、商品の取り下げに伴う、販売者・申請者への営業補償はありません。

ご不明な点は以下連絡先へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
ブランド戦略部 マーケティング戦略課
〒160-0013     東京都新宿区霞ヶ丘町4‐2
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

TEL：03-6910-5804
FAX：03-6910-5820
E-mail：campaign@japan-sports.or.jp

JSPO

②販売

②販売
会場

③現地調査

製造

生産

商品

商品

①申請

①申請

4.営利目的使用（有償）現地調査の実施

第3章 申請手続きについて

mailto:campaign@japan-sports.or.jp


第4章 令和6年度以降の標章使用について

©2024 Japan Sport Association All Rights Reserved. 13

【過去の指摘事項】
• 国スポの記念品グッズの未申請

（Tシャツ・タオル・マグネット・ボールペン 等）
• 国スポチラシの未申請

（配布チラシ・広告記事・自社SNSでの使用 等）
• 開催都道府県へ申請しているが、当協会へ未申請

（県のロゴデザイン画像に「国スポ」等標章がある場合）
• 類似標章の使用

【大会会場での対応】
• 事後申請として標章使用料を徴収
• 大会期間中の販売停止・掲示の取り下げ

【令和6年度以降の使用について】
• 申請時期に応じた使用料率の設定
• 現地での（類似標章を含む）標章無断使用をした

企業・団体への一定期間申込み受付停止

【協賛社以外の基本使用料率】
• 右記の通り変更
• 申請時期に応じた使用料率の詳細は

次ページに記載

県へ申請しているが、当協会へ未申請の場合 ※参考

1.過去の指摘と変更事項

協賛社
※パートナーは除く

有償（3％） 有償（5％～15％）

協賛社以外 有償（3％） 有償（5％～30％）

現状 変更後
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２．変更事項詳細

【使用料率表】 ※20日が土日祝日の場合は翌営業日を締切日とする

国スポ（会期前） 国スポ（本会期） 国スポ（冬季）

提出期限
開催当該年～

７月31日
8月1日～

開催後
開催当該年～

８月31日
9月1日～

開催後
開催当該年～
11月30日

12月1日～
開催後

訂正締切日 8月20日※ 9月20日※ 12月20日※

開催都道府県
その他協賛社

5％ 15％ 5％ 15％ 5％ 15％

協賛社以外 5％ 30％ 5％ 30％ 5％ 30％

【補足】 ※補足事象に記載していない事象が発生した場合は追記することがある

（例）国スポ（会期前）に申請書を提出する場合
7月31日までに申請書提出→8月２０日までに訂正完了、かつ、８月２０日までにJSPOから申請受理の告知…使用料率は5％
7月31日までに申請書提出→8月20日までに訂正未完了、JSPOから申請受理の告知無し…協賛社以外の使用料率は30％

• 現地で（類似標章を含む）標章無断使用を発見した場合、当該企業・団体は一定期間申込みの受付を停止します。
• 申請を受理してから許可通知の発出まで、10営業日程度お時間をいただきます。
• 全ての申請書修正・デザイン修正が完了し、かつ、 JSPOが申請受理の告知をした日を使用料率決定日とします。

日程に余裕をもってご申請ください。営業時間外の対応はいたしかねます。（営業時間９:３0ｰ17:３0）
• 承認後のデザイン変更は、再申請扱いとなります。デザイン変更が完了し、 JSPOが申請受理の告知をした日を使

用料率決定日としますのでご注意ください。

第4章 令和6年度以降の標章使用について
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２．変更事項詳細

【申請書内の分類】 ※国スポ標章使用承認申請書（様式2） 営利目的使用申請書内 使用計画書に記載

※上記分類に属さない場合は、申請内容を検討の上分類を決定します。
※算出により1,000円（税抜き）未満となった場合は、原則として使用料を1,100円（税込み）といたします。
（年間で分割して使用料を納付される場合は、合計金額での換算となります）
※申請の際、分類等不明の場合はお問い合わせください。
※たばこの申請は受け付けられません。
※その他本会が標章使用に適さないと判断した場合は、申請を受け付けられない事がございます。

第4章 令和6年度以降の標章使用について

分類 詳細 記載価格

A 商品 販売する商品 希望小売価格×製造数量×使用料率

B 広告 媒体への掲載 使用する媒体の基準広告料×使用料率
※但し、自社媒体での展開や自社で配布する等、媒体費用が発生しな
い場合は、申請内容を検討の上決定する。

C 景品（ノベルティ） 景品の配布 景品配布者の購入価格×使用料率
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• 使用できる標章は大会の正式名称のみとなり、大会類似名称は記載することができません。
※類似名称とは、当協会の標章に類似すると考えられる文言のこと
（例）ALL JAPAN、CHAMPIONSHIP、 ATHLETIC MEET、 ATHLETIC MEETING等

• 申請者が考案した英文等の大会とは関係のない文言は、
大会正式名称と同一平面上（例えば、Tシャツ裏面など）に記載することはできません。
（例）魅せろ、挑戦、一致団結、FIGHT、AMBITIOUS、TOUGH等

• 申請者が考案した英文等の大会とは関係のない文言の面積は、大会正式名称と同程度以下の面積とします。

• 申請者が考案した英文等の大会とは関係のない文言は、
大会開催都道府県が策定した大会愛称やスローガン（ローマ字表記、英語表記を含む）と、
同一平面上に記載することができます。

• 大会正式名称と企業名・企業ロゴは、同一平面上に記載することはできません。

• JAPAN GAMESマーク（ロゴ）を利用することはできません（一部協賛社を除く）。

３．デザイン（必須事項）

第4章 令和6年度以降の標章使用について
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例①

正式名称
表に標章

裏に文言と企業ロゴ

例②表

裏

P
o

w
e

rfu
l

S
p

o
rts

文言は
同程度以下の面積

例③表

裏

Powerful
Sports

企業名・企業ロゴは
同程度以下の面積

例④表

裏

企業名

表に標章裏に愛称

例⑤表

裏

S
A

G
A

2
0

2
4

表に標章
裏に愛称と文言

例⑥表

裏

SAGA2024

Powerful
Sports

例⑦

タオル等

同一平面に
標章と愛称

第4章 令和6年度以降の標章使用について

4．デザイン（OK例） …企業ロゴ例

表に標章・愛称
愛称は同程度以下の面積

例⑧表

裏SAGA2024

企業名
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（１）表現方法の禁止例
以下の文言は当協会に対する協賛企業を想起させることになり、認めておりません。

【使用不可】
「△△（企業名）は○○国スポを応援しています。」
「△△（企業名）は○○国スポを支援しています。」 のような表現は使用できません。
※具体的には個別の対応となります。ご自身で判断が難しい場合はご相談ください。

下記のような表現であれば使用可能です。
「みんなで応援しよう○○国スポ」 「頑張れ○○国スポ」 「○○国スポの成功を祈念しております」

（２）その他留意事項
・国スポ会場にて、無許可で販売している企業等が見受けられます。事前申請が必要です。
・国スポを意味すると思われるまぎらわしい表現は不正使用と見なされる場合があります。
大会名は正しく表記願います。

・標章を不正・不適切に使用すると商標法・不正競争防止法により罰せられます。

「国民スポーツ大会」「JAPAN GAMES」などの標章を
無断で商品に利用することはできません

５．標章使用上の留意事項

第4章 令和6年度以降の標章使用について
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大会正式名称と
大会類似名称の使用

例②

CHAMPIONSHIP
2024

大会正式名称と
企業ロゴ・文言が同一平面上

例③

大会正式名称より企業ロゴが
同程度以上の面積

例④
表

裏
ALL JAPAN

CHAMPIONSHIP

例①

標章利用がない
正式名称ではない

Powerful
Sports

例⑤

ロゴの相違※
ロゴの使用※

JAPAN 
GAMES

例⑥

※例⑤ロゴの相違
本ガイドライン制定後
国スポマーク（ロゴ）は
国スポ開催都道府県のみ使用可となり、
有償での使用はできない

※例⑤ロゴの使用
JAPAN GAMESマーク（ロゴ）は
一部協賛社以外は使用できない

例⑦

タオル等

大会正式名称と
文言が同一平面上

第4章 令和6年以降の標章使用について

6．デザイン（NG例） …企業ロゴ例

表

裏

表に愛称
企業名企業ロゴが同一平面上

企業名

SAGA2024
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